
事例
番号 確認日 発⽣施設 所在地 陽性者数

65 R4.2.13 湯梨浜町⽴ながせこども園 湯梨浜町 32

66 R4.2.13 接待を伴う飲食店 ⿃取市 10

67 R4.2.14 学校法⼈松柏学院倉吉北⾼等学校 倉吉市 7

68 R4.2.16 事業所（建設関連業） ⽶⼦市 8

69 R4.2.16 社会福祉施設 ⿃取市保健所管内 8

70 R4.2.18 スポーツクラブ ⽶⼦保健所管内 11

71 R4.2.18 医療機関 ⽶⼦保健所管内 ６

72 R4.2.19 事務所（情報関連事業） ⿃取市 8

73 R4.2.19 接待を伴う飲食店 ⿃取市 8

74 R4.2.19 ⽶⼦市南保育園 ⽶⼦市 ６

75 R4.2.21 ⼋頭町⽴郡家⻄小学校 ⼋頭町 ６

76 R4.2.21 ⽼⼈ホーム ⿃取市 6

77 R4.2.21 幼稚園 ⽶⼦市 18

78 R4.2.21 放課後児童クラブ ⽶⼦市 ６

県内で発生したクラスター（第６波）

→第６波では、本日認定分も含め53件のクラスターを認定
29

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

陽性者数

クラスター件数

学校・保育所等 飲食店 事業所 高齢者施設 その他

●第６波クラスターの傾向
・学校・保育園等でのクラスターが多発
・高齢者施設・高齢者が⼊院する病院でのクラスターも発⽣
・学校・保育所等でのクラスターは、多数の園児が感染（1施設あたり平均約16名）

第６波クラスターの特徴及び影響

24

379

5

62

9

93

6

50

9

85

（件）

（人）

●学校・保育所等でのクラスター発⽣による社会的影響
・学校・保育所等でのクラスターは家庭での二次感染を幅広く起こし、濃厚接触者
となったエッセンシャルワーカーを含む保護者等は、看護、療養や⾃宅待機により
出勤が出来なくなる。

・幼児に関連する施設における二次感染の状況（2⽉22⽇判明分まで・速報値）
幼児関連施設９件 → 感染者94⼈ → 二次感染214⼈

（平均約10⼈／施設） （平均約24⼈／施設）

30
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県営⼤規模
接種センター

子どもたちを守るワクチン緊急対策

モデルナワクチン コンシェルジュ
（接種に関する各種相談・会場案内等）
電話︓０８５７－２６－７９７６

県営接種会場において、小さなお子様のいるご家庭の方の優先
接種枠を設けます。

コンシェルジュにご相談ください！

すぐに接種できる会場をご案内します！

コンシェルジュが
会場をご案内

※賛同する市町村の接種会場

県

31

市中感染急拡大特別警報

区 域
鳥取市

米子市

鳥取市、米子市において、引き続き市中感染と思われる
事例が継続して発生しています。

一人一人厳重な感染予防対策をお願いします。

32
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 マスクの正しい着用、手洗いの励行など今一度 感染予防対策の徹底を

お願いします

 混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出を控えてください
※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のために
必要なものは自粛の対象外です。

 感染拡大防止・重症化予防のためワクチン接種をご検討ください

新型コロナ感染拡大防止緊急メッセージ

鳥取市民の皆さんへ

新型コロナの急拡大を防止するためご協力をお願いします

鳥取市

33

米子市オミクロン株リバウンド防止の緊急メッセージ

１ 家庭内での感染が引き続き多い状況です。家に帰ったらまずは手洗いなど
の基本的な感染防止対策の徹底を今一度お願いします。

２ 小さな子どもへの感染事例が急増しています。子どもの体調の変化に留意
して、施設内では換気も徹底をしましょう。

３ 外出先でも感染防止対策を徹底し、外食は感染対策がとれたお店を利用す
るなど心掛けましょう。

４ 感染不安のある方は、ぜひ無料検査をお受けください。

５ 感染拡大防止・重症化予防のため、ワクチン接種をご検討ください。

米子市民の皆さんへ

オミクロン株のリバウンドを防止するために協力をお願いします

米子市

34
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体調が悪いにもかかわらず大丈夫と思い 出勤されたことで、
施設内で感染が広がった事例が多くみられます。

中にはクラスターになった事例もあり。

感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、

ご自分や大切な人を守るため、

少しでも症状がある場合は、無理に登校・出勤をせず、
かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう

職場も出勤前の体調確認、症状がある場合の出勤自粛など、
従業員への呼びかけをお願いします

体調悪ければ無理をしないで！

発熱等の症状が
出たときの相談先

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎⽇9:00~17:15
(ファクシミリ)  0857-50-1033

（東部地区）☎ 0857-22-8111 上記以外の時間
（中部地区）☎ 0858-23-3135
（⻄部地区）☎ 0859-31-0029受診相談センター

休日を含め
24時間対応

35

 区 域 鳥取市

 期 間 令和４年２月１８日から３月３日まで(2週間)

 要請内容

 混雑した場所や感染リスクの高い場所への不要不急の外出を
控えてください
※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のため必要
なものは自粛の対象外です。

※飲食については、親しい間柄でのホームパーティーなどでも感染が多発しており
対策を徹底するとともに、外食も感染対策がとれたお店を利用しましょう。

特措法第２４条第９項による協力要請

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、
県民の皆様に協力をお願いする制度です。

鳥取市からの要請により、以下の取組のご協力をお願いします

36
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◇基本的な感染対策の徹底
マスクはすき間なく正しく着用、十分な距離が取れないときはマスクを着用、混雑した場所や感染リスク
の高い場所を避ける

◇体調が悪い時は、無理せず県外との往来は避ける
◇行かれる先の自治体が出されている新型コロナ情報の確認を

県境をまたぐ移動の自粛要請

県外との往来の際のお願い

県外から来県・帰県される方へのお願い、一緒に過ごす際のお願い

◇来県前には事前にＰＣＲ等検査を受けましょう
◇家庭内での感染対策の徹底

「親しき仲にもマスクあり」、こまめな手洗い、こまめな換気、ドアノブなどの共用部分の消毒、タオル
や歯磨き粉・食べ物や食器などの共用を避ける、家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設利用も検討

◇発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を 37

特措法24条9項による要請
新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項は、新型コロナの
感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

 区 域 鳥取県全域
 期 間 令和４年１月20日から３月６日まで
 要請内容 県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば
控えましょう。

特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急
の往来は控えてください。

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

38
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みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

特に、学校・保育施設・職場などでは徹底してください。

オミクロン株は飛沫以外にも“マイクロ飛沫”で爆発的に拡がるとの指摘。
今まで以上に感染対策をお願いします。

39

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

家庭内での感染事例が引き続き多い状況です。
感染対策を徹底し、高齢者や子どもを守りましょう！

40
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各職場・店舗において業種別ガイドライン等の実践をお願い致します。

特に以下のポイントに留意の上、大切な職場をみんなで守りましょう

ポイント１ 出勤前/出勤後 ポイント２ 職場内での対策

ポイント３ 休憩時など ポイント４ 会議や出張など

 出張など移動を減らすためのテレ

ビ会議の活用

 在宅勤務（テレワーク）や時差出勤

等の導入

※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

 発熱等の症状が見られる従業員

の出勤自粛

 軽症状者に対する抗原簡易キット

等を活用した検査

 手洗いや手指消毒、せきエチケッ

ト、職員同士の距離確保の徹底

 換気の徹底（CO２濃度測定器等の活用）

 複数人が触る箇所の消毒

 昼休みの時差取得

 居場所の切り替わり（休憩室、更衣室、

喫煙室等）時の注意の周知

 社員寮等の集団生活の場での対策

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

飲食店での感染予防対策の徹底をお願いします

1m以上

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

飲食店全員で飲食店向けガイドライン
の徹底をお願いします。

・換気扇の常時稼働、定期的な窓開放に

よる換気の徹底

(ＣＯ2 1,000ppm以下)

・パーティション、斜め掛け等による

フィジカルディスタンスの確保

・従業員の体調管理の徹底

お客様にも対策を守ってもらうよう
呼びかけをお願いします。

・パーティションを外したり、座席の間隔
を狭めない

・手指消毒、会話時のマスク着用の徹底
・大声を出さず、お酌や乾杯を控え、大騒
ぎはNG

◆ お配りしているお客様への啓発ツールもご活用ください。
インターネットからもダウンロードできるようホームページで提供中>>

42
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無料検査の期間延長
～特措法２４条９項による受検要請～

無症状で不安を感じる県民の皆様は、ぜひ検査をお受けください。

３月３１日（木） まで

特措法第２４条第９項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、皆様に協力をお願いする制度です。

次の皆さんは、特に積極的に検査を受けてください。
 感染拡大地域に行かれた方

 感染拡大地域の方と過ごされた方

 受験で県外に行かれた学生やご家族の方

感染不安を感じる受験生やご家族
の皆様は無料検査を活用いただく等

ぜひ検査をお受けください

県内60か所の無料検査場所をご利用いただけます

（東部圏域２７ヶ所、 中部圏域１５ヶ所、 西部圏域１8ヶ所） ※検査場所は順次拡大中

 症状のある方の受付はできません。（かかりつけ医又は受診相談センターにご相談ください）
 検査場所の詳細は県ホームページでご覧いただけます。
 事前に電話確認されるとスムーズに検査を受けていただけます。

※混雑状況によっては、検査をお受け付けできない場合もありますので、ご了承ください。

〜無料検査に関してご不明な点のお問合せは〜
⿃取県無料検査コールセンター ☎０５７０－７８３－５６３（⼟⽇含む毎⽇、９時〜１７時）

43

鳥取県版新型コロナ警報（２月２３日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

クラスターが継続して発生するとともに、高齢者への

感染例も増えてきています。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の

徹底をお願いします。

地域 発令区分 備考

東部地区 特別警報 1/24～

中部地区 特別警報 1/24～

西部地区 特別警報 1/18～
44
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「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

判断指標 数値 （２月２2日現在）

本県独自目安
➡※に基づき総合的に判断
Ⅱ Ⅲ Ⅳ

新規陽性者数（対人口10万人/週） １78.2人
（986人/５５．3万人×10万人）

10⼈/週 30⼈/週 50⼈/週

最大確保病床使用率 ２4.3％
（8５/３５０床）

１５％ ５０％ ８０％
重症病床使用率
（重症者以外が使用している場合も計上）

８.５％
（４/４７床、うち重症者０人）

－ ５０％
全療養施設使用状況
（療養者数/（最大確保病床数＋宿泊療養居室））
※療養者数には在宅療養者の人数も含む

１.255
（1,014/（３５０床＋458室））

－ － １

参考指標 数値（２月２2日現在）

療養者数（対人口10万人/週） 183.2人
（1,014人/５５．3万人×10万人）

PCR陽性率（直近１週間） １０.7％
（986/9,252件）

感染経路不明割合（直近１週間） 集計中

※レベル2：新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、
病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができている

3：一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

• 軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置い
て運用

• コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることか
ら、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」

• 対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく

45

人権配慮に係る県民へのメッセージ

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発
信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域
全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、
絶対にしないようにしましょう。

私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お
互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家
庭」「職場・学校」に広げていきましょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提
供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の４者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相
談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょ
う。ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に
基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はし
ないようにしましょう。

今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行
為は絶対にやめましょう。

46
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